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議員提出議案第２号 

 

   普通交付税不交付団体における財源充実に関する意見書の提出について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１１２条及び御殿場市議会会議規則（平成３

年御殿場市議会規則第３号）第１４条第１項の規定により、別紙のとおり意見書を提出す

る。 

 

  令和８年３月２５日 提 出 

 

提出者  御殿場市議会議員 

     高 木 理 文  森     順  阿久根 真 一  永 井 誠 一 

     後 藤 真 弥  芹 澤 勝 徳  小 林 昌 美  横 山   大 

     辻 川 公 子  池 谷 晴 一  菅 沼 芳 德  髙 村 芳 章 

     川 上 秀 範  中 島 宏 明  小 林 恵美子  勝間田 博 文 

     勝 又 正 人  林   義 浩  神 野 義 孝  田 代 耕 一 

     勝間田 幹 也 
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普通交付税不交付団体における財源充実に関する意見書 

 

 地方公共団体は、現下の人口減少や急速に進行している少子高齢化に加え、激甚化する

豪雨や巨大地震等、いつ起こるか分からない自然災害への備え、さらに老朽化が進む都市

インフラの整備など、大きな財政需要を伴う多くの喫緊の課題に直面している。このため、

各地方公共団体は、これら共通の課題への対応に加え、企業誘致による産業振興をはじめ

とする地方創生など地域独自の課題に対して、限られた財源の下で創意工夫を凝らしなが

ら、機を逃さず積極的に各種施策を実施しているところである。 

 このような中、小中学校のＧＩＧＡスクール構想、新型コロナワクチンの定期接種化、

地方公共団体情報システムの標準化など、国の施策により全国統一的に実施される事業に

係る新たな財政需要は年々増加しており、その増加は止まることなく続いている。 

 普通交付税の不交付団体は、地方交付税制度における標準的な財政需要と収入の比較に

より財源超過と算定されたものであるが、これはあくまで制度上の数値であり、実際の財

政状況を反映したものではないため、厳しい財政運営を強いられているのが実情である。 

 さらに、不交付団体は、国の政策に基づく事業において、普通交付税による財源措置の

対象外となることに加え、特別交付税の算定における財源超過額の控除や、財政力指数に

基づく国庫補助金の補助率の一律な割落しなど、制度上の様々な制約に直面している。そ

の結果、事業実施に必要な財源を十分に確保することができない状況にあり、こうした構

造的な問題が、不交付団体の厳しい財政運営を一層困難なものとしている。 

 また、地方税である法人住民税に関して、企業誘致や産業振興など、地方公共団体が懸

命に取り組み地道な努力によって得られた税収の一部が、税制改正によって地方公共団体

間の税収偏在是正の財源として国に吸い上げられる状況は、地方公共団体の自主財源確保

に向けた取組意欲を大きく削ぐものであり、地方創生の理念に逆行するものである。 

 よって、国におかれては、不交付団体が置かれた厳しい財政状況を正確に理解していた

だくとともに、現行制度の抱える構造的な課題を強く認識し、その矛盾を補完することで、

全ての地方公共団体が充実した財源の下、安定した財政を維持しつつ、それぞれの創意工

夫による個性豊かで自立した行政運営が実現されるよう、次の事項について強く要望する。 

 

１ 普通交付税の不交付団体においても、新たな行政課題等の発生により交付団体と同じ

く財政需要が増大するにもかかわらず、国は財源を普通交付税措置とするため必要な

財政支援が受けられていない。国の政策による全国一律の事業の財源は、公平かつ直

接的であるべきであり、地方公共団体情報システムの標準化など国の政策により実施

する事業の財源は、普通交付税措置ではなく、その全額を直接的な補助金等による財

源措置とすること。 
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２ 地方公共団体間の財源調整は普通交付税で行われているにもかかわらず、特別交付税

額の算定において普通交付税の財源超過額を減額すること、さらに、国庫補助金等に

おいて財政力指数による補助率の割落しや嵩上げ制限をすることは不合理な取扱いで

あるため、廃止すること。 

３ 地方税である法人住民税を地方公共団体間の税源の偏在是正の財源とすることは、地

方公共団体が取り組む企業誘致推進の意欲を削ぎ、法人税収増加への施策効果を小さ

くするものである。こうした努力が報われない仕組みの継続は、地域経済活性化施策

を実施する財源の低下につながり、地方の衰退に拍車をかけるため、地方公共団体の

努力が報われる仕組みの検討をすること。 

４ 現在、様々な議論が交わされている所得税や消費税等の見直しにより地方公共団体の

歳入が減収となる場合、その補塡は普通交付税措置ではなく、国による直接的・恒久

的な方法により補塡すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  令和８年３月２５日 

 

御 殿 場 市 議 会 

 

 衆 議 院 議 長  様 

 参 議 院 議 長  様 

 内 閣 総 理 大 臣   様 

 総 務 大 臣   様 

 財 務 大 臣   様 

 地方創生担当大臣  様 

 

 


